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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像処理装置が断層像の陰影の境界抽出を行なうための画像処理方法であって、
　被検体の断層像を表示する第１のステップと、
　前記表示された断層像の陰影を抽出するための閾値を設定する第２のステップと、
　前記断層像の表示マトリクスよりも小さい画像マトリクスである特定領域を設定する第
３のステップと、
　前記特定領域内に有る画素の濃度の平均値を算出する第４のステップと、
　前記特定領域内の画素のうち、前記平均値より大きい濃度値を有する第１の画素グルー
プと、前記平均値より小さい濃度値を有する第２の画素グループとにそれぞれ区分する第
５のステップと、
　前記区分された第１の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第１の座標
値、前記第２の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第２の座標値をそれ
ぞれ求める第６のステップと、
　前記第１と第２の座標値間の距離を算出する第７のステップと、
　前記算出された距離の値と前記設定された閾値により前記特定領域内の陰影の境界を判
定する第８のステップと、
　前記特定領域を前記断層像内で移動させ、移動された前記特定領域について前記第４の
ステップから第８のステップまでを行うことにより、前記断層像の陰影の境界を抽出する
第９のステップと、を有することを特徴とする画像処理方法。
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【請求項２】
　前記特定領域の任意の画素点を対象点として設定する第１０のステップをさらに有し、
前記第９のステップは、前記設定された対象点を前記断層像内の全範囲に移動させること
を特徴とする請求項１に記載の画像処理方法。
【請求項３】
　前記第８のステップは、前記設定された関心領域内に存在する特定領域の数と、その特
定領域に係る前記距離により前記陰影の良性又は悪性を判定することを特徴とする請求項
１又は２の何れか一項に記載の画像処理方法。
【請求項４】
　被検体の断層像に対して所望の画像処理を行うための条件を入力する入力手段と、前記
断層像を記憶する記憶手段と、記憶された断層像に対して前記入力手段によって入力され
た条件によって画像処理を実行し、画像処理された結果を表示手段へ出力制御する制御手
段と、を備えた画像処理装置において、
　前記入力手段は、前記表示された断層像の陰影を抽出するための閾値を設定し、前記断
層像の表示マトリクスよりも小さい画像マトリクスである特定領域を設定し、
　前記制御手段は、前記特定領域内に有る画素の濃度の平均値を算出し、
　前記特定領域内の画素のうち、前記平均値より大きい濃度値を有する第１の画素グルー
プと、前記平均値より小さい濃度値を有する第２の画素グループとにそれぞれ区分し、
　前記区分された第１の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第１の座標
値、前記第２の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第２の座標値をそれ
ぞれ求め、
　前記第１と第２の座標値間の距離を算出し、
　前記算出された距離の値と前記設定された閾値により前記特定領域内の陰影の境界を判
定し、
　前記特定領域を前記断層像内で移動させ、移動された前記特定領域について前記特定領
域内の画素の濃度の平均値の算出から前記特定領域内の陰影の境界の判定までを行うこと
により、前記断層像の陰影の境界を抽出することを特徴とする画像処理装置。
【請求項５】
　画像処理装置が断層像の陰影の境界抽出を行なうための画像処理方法であって、
　被検体の断層像の表示マトリクスよりも小さい画像マトリクスである特定領域内の画素
のうち、所定の濃度値より大きい濃度値を有する第１の画素グループと、前記所定の濃度
値より小さい濃度値を有する第２の画素グループとにそれぞれ区分するステップと、
　前記区分された第１の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第１の座標
値、前記第２の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第２の座標値をそれ
ぞれ求めるステップと、
　前記第１と第２の座標値間の距離を算出するステップと、
　前記算出された距離の値に基づいて前記特定領域内の陰影の境界を判定するステップと
、
　を有することを特徴とする画像処理方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は画像処理方法及び装置に係り、特にCT画像、MRI画像、超音波画像などの断層
像内の陰影（特に陰影の境界付近）を強調表示したり、陰影の境界などを抽出したりする
際に好適な画像処理方法及び装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、陰影を強調表示するための画像処理方法の一つに、各ＣＴ画像間の差をとる方法が
ある。例えば、画像サイズ512 ×512 の隣り合う２枚のＣＴ画像間で、同じアドレス（ｘ
，ｙ）の画素のＣＴ値の差をとり、このＣＴ値の差をメモリのアドレス（ｘ，ｙ）に格納
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し、これにより陰影を強調した強調画像を得るようにしている。また、標準偏差値（分散
値を含む）を用いる方法などが提案されている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、 上記従来の方法は、陰影の境界付近を特に強調表示するものではなく、また、
陰影の境界（縁）を抽出したり、陰影のみを抽出するものでもない。
【０００４】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、断層像内の陰影(特に陰影の境界付
近)の抽出や強調表示する際に好適な特定領域の陰影の境界を抽出することが可能な画像
処理方法及び装置を提供することを目的とする。
【０００５】
　前記目的を達成するために本願請求項1に係る発明は、被検体の断層像を表示する第1の
ステップと、前記表示された断層像の陰影を抽出するための閾値を設定する第2のステッ
プと、前記断層像の表示マトリクスよりも小さい画像マトリクスである特定領域を設定す
る第3のステップと、前記特定領域内に有る画素の濃度の平均値を算出する第4のステップ
と、前記特定領域内の画素のうち、前記平均値より大きい濃度値を有する第1の画素グル
ープと、前記平均値より小さい濃度値を有する第2の画素グループとにそれぞれ区分する
第5のステップと、前記区分された第1の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を
表す第1の座標値、前記第2の画素グループにおける各画素点の座標の平均値を表す第2の
座標値をそれぞれ求める第6のステップと、前記第1と第2の座標値間の距離を算出する第7
のステップと、前記算出された距離の値と前記設定された閾値により前記特定領域内の陰
影の境界を判定する第8のステップと、前記特定領域を前記断層像内で移動させ、移動さ
れた前記特定領域について前記第4のステップから第8のステップまでを行うことにより、
前記断層像の陰影の境界を抽出する第9のステップと、を有することを特徴とする。
　また、本願請求項4に係る発明は、被検体の断層像に対して所望の画像処理を行うため
の条件を入力する入力手段と、前記断層像を記憶する記憶手段と、記憶された断層像に対
して前記入力手段によって入力された条件によって画像処理を実行し、画像処理された結
果を表示手段へ出力制御する制御手段と、を備えた画像処理装置において、前記入力手段
は、前記表示された断層像の陰影を抽出するための閾値を設定し、前記断層像の表示マト
リクスよりも小さい画像マトリクスである特定領域を設定し、前記制御手段は、前記特定
領域内に有る画素の濃度の平均値を算出し、前記特定領域内の画素のうち、前記平均値よ
り大きい濃度値を有する第1の画素グループと、前記平均値より小さい濃度値を有する第2
の画素グループとにそれぞれ区分し、前記区分された第1の画素グループにおける各画素
点の座標の平均値を表す第1の座標値、前記第2の画素グループにおける各画素点の座標の
平均値を表す第2の座標値をそれぞれ求め、前記第1と第2の座標値間の距離を算出し、前
記算出された距離の値と前記設定された閾値により前記特定領域内の陰影の境界を判定し
、前記特定領域を前記断層像で移動させ、移動された前記特定領域について前記特定領域
内の画素の濃度の平均値の算出から前記特定領域内の陰影の境界の判定までを行うことに
より、前記断層像の陰影の境界を抽出することを特徴とする。
【０００６】
本発明によれば、特定領域内の複数の画素の濃度の平均値より大きい濃度値を有する画素
の座標の平均値と前記濃度の平均値より小さい濃度値を有する画素の座標の平均値との距
離、又はその距離を変数とする関数の値（即ち、特定領域の特徴量）を求めることができ
る。この特定領域の特徴量は、例えば、特定領域が陰影の境界を跨がっているか否かによ
って大きさが異なる。従って、特徴量の大きさに応じて断層像内の陰影の境界の抽出等が
可能であり、また、その境界付近を強調表示させることもできる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
　以下添付図面に従って本発明に係る画像処理方法及び装置の好ましい実施の形態につい
て説明する。
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【０００８】
まず、本発明に係る画像処理方法を図１を用いて原理的に説明する。
図１に示すように、被検体の断層像（ＣＴ画像）１０内に特定領域（小領域）１２Ａ及び
１２Ｂを設定した場合を考える。尚、小領域１２Ａは、陰影１４の内部に設定され、小領
域１２Ｂは陰影１６の境界（縁）を跨がるように設定されている。
【０００９】
これらの小領域の特徴量を求める際に、各小領域内の濃度の平均値（＝ＡＶ）を求める。
そして、以下に定義する点ｐ，ｍを求める。
濃度＞ＡＶとなる小領域内の画素の座標の平均値＝ｐ（ｘp,ｙp)
濃度＜ＡＶとなる小領域内の画素の座標の平均値＝ｍ（ｘm,ｙm)
続いて、上記点ｐ（ｘp,ｙp)と点ｍ（ｘm,ｙm)との距離Ｄを求める。陰影１４の内部に設
定された小領域１２Ａでは、前記の点ｐと点ｍの座標はほぼ一致し、一方、陰影１６の縁
を跨がるように設定された小領域１２Ｂでは、前記の点ｐと点ｍの座標はずれる。即ち、
前記の距離Ｄは、小領域が陰影の縁付近に位置している場合に大きくなる傾向がある。
【００１０】
更に、上記の傾向を増幅させるために、
濃度＞ＡＶの画素数＝Ｎp
濃度＜ＡＶの画素数＝Ｎm
としたとき、以下のような種々のモーメントを定義することができる。
モーメント１＝Ｎp×Ｎm×Ｄ
モーメント２＝Ｎor×Ｄ（Ｎorは、Ｎp、Ｎmのうちの大きい方とする）
モーメント３＝従来の分散値×Ｄ
（但し、Ｄはδ（約１～３の値）乗してもよい。）
一般的には、モーメントＭ＝ｇ・ｆ（Ｄ）と書ける。
【００１１】
尚、小領域は、図２に示すように複数枚のＣＴ画像内で３次元的に設定することもできる
。
【００１２】
次に、本発明に係る画像処理方法を図３に示すフローチャートにしたがって説明する。
〔ステップ１〕
特定領域（図１では小領域) を初期位置に設定する。尚、初期位置は、例えば小領域が画
像の左上の隅にくる位置とする。また、小領域の中心の座標を（Ｘ，Ｙ）とする。更に、
小領域としては、例えば１０×１０画素程度の領域が考えられるが、本発明はこれに限定
されない。
〔ステップ２〕
小領域内の濃度の平均値＝ＡＶを求める。
〔ステップ３〕
小領域内において、
濃度＞ＡＶの画素の座標の平均値＝ｐ（ｘp,ｙp)
濃度＜ＡＶの画素の座標の平均値＝ｍ（ｘm,ｙm)
を求める。
〔ステップ４〕
点ｐ（ｘp,ｙp)と点ｍ（ｘm,ｙm)との距離＝Ｄを求める。
〔ステップ５〕
前記の距離Ｄに基づいて、中心座標（Ｘ，Ｙ）の小領域のモーメントＭ（＝ｇ・ｆ（Ｄ）
）を求める。このモーメントＭは、（Ｘ，Ｙ）に関連づけて記憶しておく。
〔ステップ６〕
小領域を画像のＸ方向に移動させるためにＸに１を加える。
〔ステップ７〕
Ｘが最大（小領域が画像の右端を越えた位置）か否かを判定する。 最大でなければステ
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ップ２に跳び、Ｘが最大になるまでステップ２～ステップ７の処理を繰り返す。
〔ステップ８〕
小領域を画像の左端に戻すために、Ｘ＝初期値（通常は０）にする。
〔ステップ９〕
小領域を画像のＹ方向に移動させるためにＹに１を加える。
〔ステップ１０〕
Ｙが最大（小領域が画像の下端を越えた位置）か否かを判定する。 最大でなければステ
ップ２に跳び、Ｙが最大になるまでステップ２～ステップ１０の処理を繰り返す。
【００１３】
次に、上記のようにして求めたモーメントＭを使用し、陰影又は陰影の境界を抽出する方
法について図４に示すフローチャートにしたがって説明する。
〔ステップ４０〕
陰影又は陰影の境界を抽出するための閾値としてキー入力により、又は磁気ディスク等か
ら読み込んで定数を指定する。
〔ステップ４１〕
Ｘ＝０，Ｙ＝０とする。
〔ステップ４２〕
図３のステップ５で求めた小領域のモーメントＭを、小領域の中心座標（Ｘ，Ｙ）に関連
づけて読み出す。
〔ステップ４３〕
モーメントＭがステップ４０で指定した定数より大きいか否かを判定する。 大きければ
、その点（Ｘ，Ｙ）は、陰影又は陰影の境界として判定し、ステップ４４に進み、小さけ
れば、ステップ４５に跳ぶ。
〔ステップ４４〕
点（Ｘ, Ｙ）を抽出し、メモリに格納する。
〔ステップ４５〕
Ｘに１を加えて、小領域の中心座標をずらす。
〔ステップ４６〕
Ｘは最大かどうかを判定する。 最大の場合にはステップ４７に跳び、最大でない場合に
はステップ４２に跳び、最大になるまでステップ４２～ステップ４６の処理を繰り返す。
〔ステップ４７〕
Ｘ＝０にするとともに、Ｙに１を加える。
〔ステップ４８〕
Ｙは最大かどうかを判定する。 最大の場合には終了し、最大でない場合にはステップ４
２に跳び、最大になるまでステップ４２～ステップ４８の処理を繰り返す。
【００１４】
以上の処理により、定数よりも大きなモーメントＭを有する小領域の中心点（Ｘ, Ｙ）が
メモリに格納される。
【００１５】
図５（Ａ）に示すＣＴ画像５０に対して上記処理を行うことにより、前記メモリに格納さ
れたデータから図５（Ｂ）に示す陰影５１や、図５（Ｃ）に示す陰影の境界５２を抽出す
ることができる。尚、ステップ４０で指定する定数を大きくすると、図５（Ｃ）のように
陰影の境界５２だけが抽出され、小さくすると陰影全体が抽出される。 また、このよう
にして抽出した陰影の境界等を強調表示することもできる。
【００１６】
次に、前記距離Ｄを用いて腫瘍陰影の良性、悪性の鑑別をする例について説明する。
ー般に、図６に示すように悪性腫瘍陰影６１は複雑な形をしており、良性腫瘍陰影６４は
円形の形をしていると言われている。 関心領域６０、６３内で距離Ｄごとに小領域６２
の数を求め、分布の形から良性、悪性の鑑別をする。
鑑別は、 図７に示すように良性・悪性の距離Ｄに応じた小領域の個数の分布形を予め求
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めておき、パターンマッチングにより行う。
【００１７】
尚、小領域などの特定領域における前記距離Ｄや、距離Ｄを変数とする関数（モーメント
Ｍなど）の値をその特定領域の特徴量とし、この特徴量の大きさによって陰影や陰影の境
界抽出、腫瘍陰影の良性、悪性の鑑別などを行うようにしたが、この特徴量の用途はこの
実施の形態に限定されない。
【００１８】
また、特定領域（小領域）は、図１及び図２に示したものに限らず、図８に示すように対
象点を中心に同心円状に設定された１乃至複数のループ状の小領域「以下、単に「ループ
」という）１２Ａ’、１２Ｂ’としてもよく、このループ毎に演算して求めた距離Ｄ又は
モーメントＭが所定の閾値を越える場合、その対象点は陰影の境界であると判定するよう
にしてもよい。
【００１９】
図９に示すフローチャートは、対象点（ｘ，ｙ）を中心に同心円状に設定された複数のル
ープに基づいてその対象点（ｘ，ｙ）が陰影の境界か否かを判定する処理手順を示してい
る。
〔ステップ８０〕
抽出フラグ＝０とする。
〔ステップ８１〕
複数のループの中心位置である対象点（ｘ，ｙ）を指定する。尚、対象点（ｘ，ｙ）の初
期位置は、例えば複数のループのうちの最大のループが画像の左上の隅にくる位置とする
。また、最大のループの外形サイズとしては、例えば１０×１０画素程度の領域が考えら
れる。
〔ステップ８２〕
複数のループのうちの最初のループ（最も小さいループ）を指定する。
〔ステップ８３〕
指定されたループのＣＴ値の平均値ＡＶを求める。
〔ステップ８４〕
次に、１ループ内において、
ＣＴ値＞ＡＶの画素数＝Ｎp
ＣＴ値＜ＡＶの画素数＝Ｎm
を求める。
〔ステップ８５〕
続いて、１ループ内において、
ＣＴ値＞ＡＶの画素の座標の平均値＝ｐ（ｘp,ｙp)
ＣＴ値＜ＡＶの画素の座標の平均値＝ｍ（ｘm,ｙm)
を求める。
〔ステップ８６〕
上記のようにして求めた点ｐ（ｘp,ｙp)と点ｍ（ｘm,ｙm)との距離＝Ｄを求める。
〔ステップ８７〕
前記の距離Ｄと画素数Ｎp,Ｎm とに基づいてループのモーメントＭ（＝Ｎp×Ｎm×Ｄ）を
求める。
〔ステップ８８〕
前記のモーメントＭが、
モーメントＭ＞閾値
かどうかを判定する。 大きければ、その対象点（ｘ，ｙ）は、陰影の境界として判定し
、ステップ８９に進み、小さければ、ステップ９０に跳ぶ。
〔ステップ８９〕
抽出フラグ＝１にする。
〔ステップ９０〕
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ループ数が最大か否かを判別する。最大でない場合にはステップ９１に進み、最大の場合
にはステップ９２に進む。
〔ステップ９１〕
次のループを指定し、ステップ８３に跳ぶ。
〔ステップ９２〕
抽出フラグ＝１か否かを判別し、抽出フラグ＝１の場合には、ステップ９３に進み、抽出
フラグ＝０の場合には終了する。
〔ステップ９３〕
ステップ８１で指定した対象点（ｘ，ｙ）を陰影の境界として抽出する。
【００２０】
　以上のステップ80から93までの処理を、対象点(x,y)をCT画像、すなわち断層像の全範
囲を移動させながら行うことにより、断層像の陰影の境界抽出を行うことができる。
【００２１】
図８は本発明が適用される画像処理装置のハードウエア構成を示すブロック図である。
この画像処理装置は、例えばＸ線ＣＴ装置等で被検体の対象部位について収集した複数の
断層像から前述したように陰影等の抽出やその抽出画像の表示を行うもので、各構成要素
の動作を制御する中央処理装置（ＣＰＵ）２０と、装置の制御プログラムが格納された主
メモリ２２と、複数の断層像データ及びプログラム等が格納された磁気ディスク２４と、
表示用の画像データを一時記憶する表示メモリ２６と、この表示メモリ２６からの画像デ
ータに基づいて画像を表示する表示装置としてのＣＲＴディスプレイと、画面上のソフト
スイッチを操作するマウス３０及びそのコントローラ３２と、キーボード３４と、上記各
構成要素を接続する共通バス３６とから構成される。
【００２２】
【発明の効果】
　以上説明したように本発明によれば、断層像内の陰影(特に陰影の境界付近)の抽出や強
調表示する際に好適な特定領域の陰影の境界を抽出することが可能な画像処理方法及び装
置を提供するという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る画像処理方法を原理的に説明するために用いた図。
【図２】小領域を３次元的に設定する場合の例を示す図。
【図３】本発明に係る画像処理方法の処理手順を示すフローチャート。
【図４】本発明を応用した場合の処理手順を示すフローチャート。
【図５】陰影やその境界の抽出の説明に使用した図。
【図６】本発明の応用例を説明するために使用した図。
【図７】本発明に係る距離に応じた小領域の個数による良性・悪性腫瘍の分布形の一例を
示す図。
【図８】小領域の他の設定例を示す図。
【図９】図８に示した小領域に基づく陰影の境界抽出の手順を示すフローチャート。
【図１０】本発明が適用される画像処理装置のハードウエア構成を示すブロック図。
【符号の説明】
１０、５０…断層像（ＣＴ画像）、１２Ａ、１２Ｂ、１２Ａ’、１２Ｂ’、６０、６２…
特定領域（小領域）、１４、１６、５１…陰影、２０…ＣＰＵ、２２…主メモリ、２４…
磁気ディスク、２６…表示メモリ、２８…ＣＲＴディスプレイ、３０…マウス、３２…コ
ントローラ、３４…キーボード、３６…共通バス、５２…境界、６０、６３…関心領域、
６１…悪性腫瘍陰影、６４…良性腫瘍陰影
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